
議案第７３号 

川崎市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

 川崎市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正

する条例を次のとおり制定する。 

平成２７年 ２ 月１９日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

川崎市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を

改正する条例 

川崎市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年

川崎市条例第７５号）の一部を次のように改正する。 

 第４６条第１４項中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所」に改め、同条に次の１項を加える。 

１５ 第１項第２号の医師及び同項第７号の調理員、事務員その他の職員の数

は、サテライト型居住施設の本体施設である地域密着型特別養護老人ホーム

であって、当該サテライト型居住施設に医師又は調理員、事務員その他の職

員を置かない場合にあっては、当該地域密着型特別養護老人ホームの入所者

の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出

しなければならない。 

   附 則 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 



参考資料 

制 定 要 旨 

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、本体施

設が地域密着型特別養護老人ホームであるサテライト型居住施設に置くべき医

師等の職員の配置基準を緩和し、及び川崎市指定地域密着型サービスの事業の

人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部改正に伴い、所要の整備を行

うため、この条例を制定するものである。 


